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．

柏市公告第 ２

　

８ 号

入札参加者の資格等について

， 地方自治法施行令 （昭和 ２

　

２年政令第１ ６ 号。 以下 「施行令」 と

い う。 ） 第 １ ６

　

７ 条の ５ 第１項及び第１ ６ ７ 条 の １ １ 第 ２項の規定

により、 柏市の発注する建設工事、 測量及び設計等の委託、＼製造の

請負、 物品の購入及び売り 払い、 役務，の提供又は賃貸借に関する契

約に係る令和 ８年 ７月 １ 日から令和１ ０年 ３ 月

　

３ １ 日，ま での間 の －

「般競争入札及び指名 競争入札．（以下 「入札」 という。） に参加する

者に必要な資格、 入札の参加資格に関する審査 （以下 「資格審査」

と い う。 ） の 申 請 時 期 及 び 申 請 方 法 等 に つ い て、 次 の と お り 定 め る。

令和 ８年 ３月 １ ６

　

日

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　

　　　

柏市長

　

太

　

田

　

和 美玉書き誓言二：

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　
　　

１

　　

入 札 に 参 加 す る こ と が で き る 者

　

入札に参加することができる者は， 次のいずれにも該当 しない

者で， 資格審査を受け， 柏市入札参加資格者名 簿 （以下 「資格者
‐

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

名 簿」 と い う。
．） に 登 載 さ れ た 者 と す る。

（１） 施行令第１ ６

　

７ 条の ４ 第１項 （施行令第１ ６

　

７ 条 の １ １ 第 １

　

項において準用する場合を含む。） の規定に該当する者

　

（２） 施．行 令 第 １ ６

　

７ 条の ４第 ２項 （施行令第１ ６－７条 の １ １ 第 １

　

項において．準用 する場合を含む。） の規定により入札に参加さ

． せ な い こ と と さ れ て い る 者

　

（３） 建設業にあっては， 建設業法 （昭和 ２

　

４ 年法律第１ ０

　

０ 号）

　

第 ３ 条第１項の規定による許可を受けていない、者及び同法第 ２

　

７ 条の ２

　

３ 第１項の規定による経営事項審査 （以 下 「経営事項

　

審 査」 と い う。 ） を 受 け て お ら ず， 同 法 第 ２

　

７ 条の ２

　

９ 第１項

　

の規定による総合評定値の通知を受けていない者

　　　

ま た， 健 康 保 険 法 （大 正 １ １ 年 法 律 第 ７

　

０号） 第 ４

　

８ 条， 厚

　

生年金保 険法 （昭和 ２

　

９ 年 法 律 第 １．１ ５ 号） 第’２

　

７条， 及び雇



用保険法 （昭和 ４

　

９ 年法律第１１ ６ 号） 第 ７ 条の規定による届

出 を 行 っ て い な い 者 （い ず れ の 届′出 に つ い て も， 届 出 義 務 が な

い 場 合 を 除 く。 ） 。

（４） 測量業にあっては， 測量法 （昭和 ２

　

４ 年法律第１ ８

　

８ 号） 第

　

５

　

５ 条第１項の規定による登’録を受けていない者

（５） 建築設計業にあっては－， 建築士法 （昭和 ２

　

５年法律第 ２

　

０

　

２

　　　

１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

， ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

号） 第 ２

　

３ 条第Ｌ項の規定による登録 を受けていない者

　　　　　　　　　　　　　　　

′
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●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

（６） 不動産鑑 定業にあっ ては， 不動産の鑑定評価に関する法律

　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

（昭 和 ３

　

８ 年法律第１ ５

　

２ 号） 第 ２

　

２ 条第１項の規定による登

録を受けていない者

（７） その他法令等による許可等，が必要な業務にあっては， 当該許

可等を有 していない者

（８） 資格審査の申請に必要とされる書類を提出できない者

（９） 法人税 （個人にあっては所得税） 又は消費税若 しくは地方消

費税を完納 していない者

（１０）

　

千葉県内に本店又は営業所等を有する者にあっては， すべ

ての千葉県税を完納 してしｒない者

（１１）

　

柏市内に本店又は契約権限等を委任する営業所等を有する

者にあっては， 柏市税 （個人にあっては柏市税及び千葉県税）

を完納 していない者
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．
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２

　　

資 格 審 査 の 基 準 日

　

資格審査の基準日は， 資格審査の申請日と する。 ただし， 建設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

工事の客観的事項，（建設業法第２

　

７’条の ２

　

３ 第 ３ 項の規定により

国土交通大臣が定める審査の項目） の 基 準 日 は， 資 格 者 名 簿 の 登

　　　　　　

“

載′日 の 前月 の 初 日 と す る。

３

　　

資 格 審 査 の

，

申 請 分 類

　　

．

　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　

，

　

（１） 資格審査を受けようとする者 （以下 「，申請者」 という。） は，

　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　

次に掲げる業種 ごとに申請 しなけれ ばならない。

　

ア． 建 設 工 事

　　

イ

　

測 量 ・ コ ン サレレタ ン ト

　

ウ

　　

物 品

　　

．



エ

　　

委 託

（２） 業種分類は， 令和 ８ ・ ９ 年度入，札参加資格審査申請マニュア

ル （以 下 「申 請 マ ニ ュ ア ル」 と い う。 ） に お い て 定 め る も の と

　

す
－
る 。

　　　　　　　　　　　　　　　

‘

　　　　　　　　　　　　　

・

　

・

４

　　

資格審査の申請方法及び申請書類

　

（１） 申 請 者 は， イ ンタ ー ネ ッ トを 利 用 して， ち ば 電 子 調 達 シス テ

　

ム （ 以 下

　

「 調 達 シ ス

　

テ

　

ム 」 と い

　

う

　

。 ） の ホ ｝ ム ペ ー ジ

　　

（

　

ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ，ｃｈｉｂａ－ｅｐ－ｂｉｓ．ｓｕｐｅｒＣａｌｓ．ｊｐ／ｐｏｒｔａＩＰｕｂｌｉｃ／）

　　

に アごク
．セ ス し， 入 札 参 加 資 格 申請 シ ス テ ム に 必 要 事 項 を 入 力 す

　

る こと によっ て 行 う 資格審査 の申請 （以 下 「電 子申請」 とし、

　

う。 ） を 行 わ な け れ ば な ら な い。

　　　　　　　

（２） 申請者は， 電子申請後， 入札参加 資格審査申請書を印．刷 し，

　　

申請マニュアルに掲げる書類を添付 して千葉県、電子自治体共同

　

運営協議会 （共同受付窓ロ） に提出 しなければならない。

　

（３） 電 子 申 請 を 行 う に 当 た っ て は， 申 請 マ ニ ュ ア ル を 熟 読 の 上，

　　

入 札 参 加 資 格 申 請、シ ス テ ム 運 用 基 準 に 基 づ き 行 う

　

こ と。

５ 電子申請の時期等

　

（１） 電子申請及び申請書類の提出は， 下記の期間において随時に

　

行 う

　

こ と が で き る （以 下， 本 申 請 の こ と を 「随 時 申 請」 と い

　

．
う。 ） 。

　　　

なお， 申請期間は， 千葉県 電子自治体共同運営協議会 （共同

　

受 付 窓 口） での受付日を基準とする。

　　

，また， 申請書類が各申請期間の末日までに千葉県電子自治体

　

共同運営協議会 （共同受付窓口） に到達 したものについて審査

　　　　　　　　　　　　　　

●～′

　

を 行 う も の と．し， 下 記 登 載 日 に お ける 資 格 者名 簿 へ の 登 載 は，
． 審査の完了を条件とする。

申請受付期間 名 簿登載予定日

令 和

　

８年 ４月

　

９

　

日 か ら 令 和

　

８年 ５月

　

２２日 まで 令 和

　

８ 年

　

７ 月

　

，１ 日

令 和

　

８年 ５月

　

２５

　

日 か ら 令 和

　

８年 ６月

　

１５

　

日 ま で ．令 和

　

８年 ８ 月

　

１ 日



令 和

　

８年 ６月，１６

　

日 か ら 令 和

　

８年 ７月

　

１５

　

日 ま で 令 和

　

８ 年

　

９月

　

１ 日

各和 ８ 年 ７月 １６ 日 か ら 令 和

　

８年 ８月

　

１７

　

日 ま で． 令 和

　

８年 １０ 月

　

１ 日

令 和

　

８年 ８月 １８

　

日 か ら 令 和

　

８年 ９月

　

１５

　

日 ま で 令 和

　

８年 １１月

　

１ 日

　

．

令 和

　

８年 ９月

　

１６

　

日 か ら 令 和

　

８年 １０月

　

１５

　

日 ま で 令 和

　

８年 １２ 月

　

１ 日

令 和

　

８年 １０月

　

１６

　

日 か ら ．令 和

　

８ 年 １１ 月

　

１６

　

日 ま で 令 和

　

９年 １月

　

１ 日

令 和

　

８ 年 １１月

　

１７

　

日 か ら 令 和

　

８年 １２月

　

１５，日
．ま で 令 和

　

９年 ２ 月

　

１ 日

令 和

　

８年 １２月

　

１６

　

日 か ら 令 和

　

９ 年 １月

　

１５

　

日 ま で 令 和

　

９ 年

　

３ 月

　

１ 日

令 和

　

９ 年 １ 月

　

１８

　

日 か ら 令 和

　

９．年 ２月

　

１５

　

日 ま で 令 和

　

９年 ４月

　

１ 日

令 和

　

９年 ２月

　

１６

　

日 か ら 令 和

　

９年 ３月

　

１５Ｊ日 ま で 令 和

　

９ 年

　

５ 月

　

１ 日

，令 和

　

９ 年 ３月

　

１６

　

日 か ら 令 和

　

９年 ３月

　

３１ 日ま で 令和 ９年 ６月 １ 日

令 和

　

８年 ６ 月，１６

　

日 か ら

　　

， 令 和

　

８ 年

　

７ 月 １５

　

日 ま で

　　　

令 和

　

８ 年

　

９月

　

１ 日

（２） 申請書類の提出先

郵便番号 ２ ６ ０ 一 ０ ８

　

５

　

５

千葉市中央区市場町１番１号 千葉県庁南庁舎 ２階

　

千葉県電子自治体共同運営協議会 （共同受付窓口）

６

　

・申 請 マ ニ ュ ア ル 等 の 入 手 先

　　

申 請 マ ニ ュ ア ル 及 び 申 請 書 類 の 様 式 は， 調 達 シス テ ム の・ホ ー ム

ペ ー ジ か ら ダ ウ ンロ ー ドす る も の と す る。．

７

　　

電子申請等に使用する言語等

（１） 電子申請は， 日本語で行わなければならない。 電子申請に使

　

用 で き′る 文 字 は， ち ば 電 子 調 達 シス テ ム 利 用 規 約 第 １ ２条に定

　

め る， 調 達 シス テ ム で 使 用 可 能 な 文 字 と す る。 使 用 で き な い 文

　

字を使用する場合は， 申請可能な他の漢字又はひらがな若 しく

　

はカ タ カ ナ に 置 き 換 える も の と す る。，た・だ し， メ ー ル ア ド レス

　

及 び Ｕ Ｒ Ｌ （ホ ー ム ペ ー ジ の ア ド レ ス を い う－。 ） 等 に つ い て は，

　

ア ル フ ァ ベ ッ ト を 用 い る こ と が で き る。

（２） 申請書類のうち， 財務諸表は， 日本語で作成 しなければなら

　

・な い

　

なお， その他の書類で外国語で記載するものは， 日本語

　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

の 訳 文 を 付 記 し， 又 は 添 付 す る こ と。

　

′
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’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１

　

（３） 電子申請及び申請書類の金額欄に，ついては， 出納官吏事務規



程 （昭和 ２

　

２年大蔵省令第 ９
′
５ 号） 第１６′条に規定する外国貨

幣換算率により日本国通貨に換算 し， 記録又は記載すること。

８

　　

資 格 審 査

　

（１） 資格審査は， 電子申請及び申請書類に基づいて， 入札参加者

　

と し て の 適 格 性 に つ い て 次 に 掲 げ る 項 目 ご と に 行 う も の と す る。

　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

ア

　　

金 銭 的 信 用

　

イ

　

契約履行に関する誠実性

　

（２） 建設工事の契約に係る入札に参 加 しよう’とする者の資格審査

　

については， 前号のほか施工能力に係る客観的事項について，

　

建設業法第 ２

　

７ 条の ２

　

３ 第 ３ 項の規定により国土交通大臣が定

， ，め る 審 査 の 項 目 に よ り 毎 年 行 う も の と す る。

９

　　

資格審査の結果の通知及び資格者名 簿への登載等
’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　

（１） 資格審査の結果， 入札に参加する資格を有すると認められる

　　

者 （以下，「入札参加資格者」 と い う。・） に つ い て は， 資 格 者名

　

簿 に 登 載 す る・も の と し， 次 号 の 定 め に よ る 公 表 を も っ て 通 知 に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

代えることができるも１のとする。 また， 資格者名 簿の有効期間

　

は， 資格者名 簿登載日から令和
．１ ０年 ３ 月

　

３ １ 日 ま で と す る。

，（２） 資格者名 簿は， 前号に定める有効期間の間， 入札参加資格者

　

の商号又は名 称， 所在地又は住所並びに代表者氏名 及び登録業

　

種等について， 入札情報サー ビス又 は柏市入札情報ホームペー

　

ジ に お い て 公 表 す る も の と す る。

１０

　　

建設工事の官公需適格組合の特例

　

建設工事の事業協同組合等のうち， 官公需適格組合 （中小企業

庁の官公需適格組合の証明を受けているものをいう。 以下同 じ。）

に係る資格審査の申請においては， 組合員のうち任意に選択 した

　

１ ０ 以内の組合員 （以下 「選択組合員」 と，い う。 ） に 係．る 第 ４項

第 ２ 号に定める申請書類を提出 した場合にあっては， 当該適格組

合の施工能力に関する審査は， 工事種類別年間平均完成工事高，

　

自己資本額， 利益額， 職
．員数， 技術職員数及び工事種類別年－間平

　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

≠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　

′
均元請完成工事高については当該適格組合に係る数値及び選択組



合員に係る数．値の合計値により， その他の項目については当該適

格組合に係る数値及び選択組合員に係る 数値の平均値により行う

ものとするｂ

ｌ

　

ｌ 共同企業体の特例

　

特定の建設工事の施工を目的と して結成される共同企業体の資

格審査及び申請方法等については， 別に柏市長が定めるものとす

る。

１ ２

　　

変 更 等 の 届 出

　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　

．

　　

‘

　　　　　

，

　　　　

，
・

　

（１） 入札 参加資格者及び令和 ７年 ８ 月

　

２

　

２

　

日 付 け 柏 市 公 告 第 ８

　

３

　

号 で 定 め る と こ ろ に よ り， 令 和 ８年 ４月 １ 日 か ら の 入 札 に 参 加

　　　　　　

‐

　　

する資格を有－すると認められる者 （以下 「入札参加資格者等」

　

という。） は，
．その資格の有効期間 中に入札に参加 できる資格

　　

に 係 る 営 業 を 廃 止 し， 若 しく は 休 止 し， 又 は 申 請 マ ニ ュ アノレ，に

　

掲 げ る′事 項 に つ い て 変 更 を 生 じた と き は， 直 ち に 調 達 シス テ ム

　

を使用 して柏市長に変更等の届 出を行わなければならない。

　

（２）・入札参加，資格者等は， 前号の規定による変更等の届 出を行っ

　

た後， 入札参加資格審査申請書記載事項変更届等を印刷 し， そ

　

の 事 実 を 証 す る 書 類 を 添 付 して 千 葉 県 電 子 自 治 体 共 同 運 営 協 議

　　　　　　

－

　

会 （共同受付窓口） に提出しなければならない。

１ ３

　

業 種 追 加 の 届 出

　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　

・

（１） 入札参加資格者等は， 登録済みの業種のほかに新たな業種を

　

追加 しようとするときは， 調達シス テムを使用 して柏ー市長に業

　

種 追 加 の 申 請 を 行 う こ と が で き る。
、（２） 業 種 追 加 の 届 出 を 行 っ た 後， 建 設 工 事 及 び 測 量 ・ コ ンサ ル 夕

　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｌ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

ントにおいては入札参加資格審査申請書， 物品及び委託におい

　

ては入札参加資格審査申請書記載事項変更届 を印刷 し， 申請マ

　

ニュアルに掲げる書類を添付 し‐て千葉県電子自治体共同運営協

　

議会 （共同受付窓口） に 提 出．しな け れ ば な ら な い。
′（３） 建設工事及び測量・コンサルタ ントの業種追加 による資格審

　

査の申請の期間等は， 随時申請による場合と同様とする。



（４） 物品及び委託の業種追加による資格審査の申請は， 変更等の

届出による場合と同様とする。

１，４ 入札参加資格の承継

（１） 入札参加 資格者等から入札に参加 できる資格に係る営業の－

　

切を承継 した者又は入札参加資格者の死亡により当該営業の一

　　

切を相続 した、者で入札に参加 しようとする者 （以下
「承継人」′

　

という。） は，
、入札参加資格承継審査申請書に次に掲げる書類

　　　　　　　　　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

を添付して千葉県電子自治体共 同運営協議会 （共同受付窓ロ）

　

に 提 出，し な け れ ば な ら な い。

　　

ア． 当 該 営 業 の 一 切 を 承 継 した こ，と を 証 す る 書 類

　

イ

　

承継人の当該営業に係る許可証明書又は登録証明書Ｌ

　

（２） 前号に定める申請があったときは， 当該申請の内容について

　

審査 し， 適当と認められるときは
′， 審査の結果を当該承継人に

　

通知するとともに資格者名 簿に登載するものとする。 なお， 審

　

査の結果については， 第 ９項第 ２ 号の定めによる公表 をもって
　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　

　

通 知 に 代 え る こ と が で き る。

１ ５

　　

入 札 参 加 資 格 の 取 消 し

　

（１） 入，札参加資格者が次のいずれかに該当するときは， その者の

　

資格を取り消すものとする。

　

ア

　　

第 １ 項 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る こ と と な っ た と き。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

イ

　

電子申請又は提出書類に故意に虚偽の事項を記録又は記載

　　

し た と き。

　　

ウ

　　

資 格 に 係 る 営 業 を 廃 止 し， 又 は．長 期 間 に わ た り 休 止 した ど

　　

き
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

エ

　　

金 銭 的 信 用 を 著 しく 欠 く と 認 め ら れ る と き。

　

オ

　

調達システムを使用 して入札参加資格の取消 しの申請を行

　　　

っ た 後， 入 札 参 加 資 格 取 消 申 請 書，の 提 出が あ っ た と き 。

　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　

′

　

力

　　

倒 産 ・ 破 産 等 に よ り， オ に 規 定 す る 手 続 が 行 わ れ る 見 込 み

　　　

が な い と 認 め ら れ，る と き。

　

（２） 第 １ ２ 項 の 定 め に よゞ る 変 更 のＪ届 出 を，す る 必 要 が あ る に も か か

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

、 わらず， 変更の届出を しないときは， 柏市長はその者の資格を

・●

　　　　　　

－

　　　　　　　　　　

・

　　

１

　　　　　

．

　　　　

・●

　　　　　　

●・

　　

●

　

●

　　　　　　　　

－

　　

●．

　　　

●・ｒ．

　　

・

　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　



取 り 消 す こ と が で き る も の と す る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

（３） 前 ２ 号の定めにより入札参加資格の取消 しを行ったときは，
柏市長はその旨を当該入札参加資格者に通知するとともに，， そ

の者 を資格者名 簿から抹消するものとする。 なお， 取消の結果

　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　

′

に つ い て は， 第 ９項第 ２ 号の定めによる公表をもって通知に代

え る こ と が で き る。

　

１ ６ 入札参加資格の停止

　　

（１） 入札参加資格者が次に掲げるいずれかの場合に該当するとき

　　　

は， それぞれに掲げる期間， その者の入札参加資格を停止する

　　

も の と す る。

　　　

ア

　　

不 渡 手 形 又 は 不 渡 小 切 手 を 出 した 場 合， 当 該 不 渡 手 形 又 は
・

　　　　

不 渡 小 切 手 を 出 した 日 か ら ６ か月 が経過する日ま で

　　

・イ

　

会 社 更 生 法 （平 成 １ ４年法律第１ ５

　

４ 号） に基づき更正手

　　　

続開始の申立てが行われた場合， 同法に基づく裁判所の更正

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　

）

　　　

， 手 続 開 始 の 決 定 が 行 わ れ る 日 ま で

　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　　　

ウ

　　

民 事 再 生 法 （平 成 １・１ 年 法 律 第 ２

　

２

　

５ 号） に基づき再生手
、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　　　　

続 開 始，の 申 立 て が 行 わ，れ た 場 合，－

　

同 法 に 基 づ く，裁 判 所 の 再 生

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　

手 続 開 始 の 決 定 が 行 わ れ る 日 ま で

　　　　　　　　　　　　　　　　　

ｒ

　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　

（２） 前号の規定により入札参加資格の停止を行ったときは， 柏市

　　　

長はその旨を当該入札参加資格者に理由を付 して通知するもの

　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　

と す る 。

　　　　　　　

、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、

１ ７ 申請情報の取扱

（１） 申請者に関する情報については， 柏市暴力団排除条例 （，平成

２

　

４ 年柏市条例第 ４号） 第 ９ 条第１項に規定する暴力団員等又

は暴力団若 しく は暴力団員等と密接な関係を有する者を柏市の

事務等から排除する措置を講ずる ために， 千葉県警察本部へ提，
供 し， 又は照会等に使用することがあるほか， 必要な書類の提

出 を 求 め る こ と が あ る。

（２） 千葉県警察本部からの情報提供によ＼り，， 入札参加資格者が柏

市入札契約暴力団対策措置要領 （平成 ２

　

６ 年１ ２月 １ ８

　

日 制 定）

に規定する措置要件に該当すると認めるときは， 排除措置を講



ず る。

１ ８

　　

こ の 公 告 に 関 す る 問 い 合 わ せ 先

　

柏市財政部契約課

　

電 話 ０

　

４ （７ １ ６

　

７） １ １ ２ １

附

　　

則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－

　　　　

．

１

　　

こ の 公 告 は、 令 和 ８年 ４月 １ 日から施行する。
２

　　

令 和 ７年 ８月

　

２

　

２

　

日 柏 市 公 告 第 ８

　

３ 号 の‐定 め る と こ ろ に よ り 入

　

札参加資格ー審査申請をした者の取扱いは、 なお、 従前の例による。

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　

●

　　　　　　　　　　

１

　　　　　

　

　　　　　　

　

　

　

　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　

　　

　　　　

　




